
地域包括医療病棟の病床機能の取扱い

資料１

令和６年度新設された「地域包括医療病棟」に係る病床機能の取扱いについて、
国の考え方を整理したものです。

１． 背景と方向性
２． 地域包括医療病棟とは
《参考》新たな地域医療構想に関する取りまとめの概要
《参考》病床機能報告の概要
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１． 背景と方向性

【背景】
〇 「軽症・中等症の高齢者救急の増加」

高齢化社会が進むなかで軽症・中等症の高齢者救急搬送が増加している。
また関連して、医療資源投入量の少ない誤嚥性肺炎や尿路感染などの高齢患者が高度急性期
に入院するミスマッチも発生する可能性。

〇 「高齢患者の急性期治療中のADL低下」
高齢患者が入院中にADLが低下してしまい、在宅復帰できずに回復期に転院しなければな
らなく在宅復帰が遅くなる高齢患者が増えていると報告。
他方で誤嚥性肺炎患者に対し早期にリハビリテーションを実施することは、死亡率の低下と
ADLの改善につながることが示されている。

⇒以上から、高齢患者に対して早期に適切なリハビリテーションを提供できる入院機能が従事され、
その背景から令和６年度の診療報酬改定により「地域包括医療病棟」が新設。
急性期における治す医療とリハビリ等の支える医療の提供を同時に行うことから、
「急性期」と「回復期」双方の病床機能を有している。

【方向性】国の「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」を抜粋・加工

・病床の機能区分（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）は、これまでの連続性から
引き続き４区分とする。
・増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機能を併せ持つことが重要となるこ
とから、これまでの「回復期機能」の内容に、「高齢者等の急性期患者への医療提供機能」
を追加し、「包括期機能」として位置付ける。
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２． 地域包括医療病棟とは



２． 地域包括医療病棟とは
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《参考》
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《参考》
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地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（令和６年７月１０日） 7
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